
重層的⽀援会議の⾒直しについて

《現状のフロー》

　　※現状、本人同意の有無は問わない

電話・来所等

　　　　パターン①　他部署を案内、又は
くらまる単独で終結

くらしのまるごと相談課

くらしのまるごと相談窓口
・総合相談窓口として相談に対応

葛飾区くらしのまるごと相談事業推進委員会

報告

支援会議
・情報共有

・支援体制の検討
・各機関の役割分担

葛飾区くらしのまるごと相談事業推進庁内検討会

パターン② 多機関連携
などを要するケース

報告

重層的⽀援会議
・支援プランの適切性の協議 ・支援プランの共有

・支援プラン終結時等の評価
・社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

相談者

報告

報告

くらしのまるごと相談課
・多機関協働事業者として対応
・アウトリーチ事業者として対応
・参加支援事業者として対応

推進委員会の分科会
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重層的⽀援会議の⾒直しについて

《新フロー》

　　本人同意あり 　　本人同意なし

電話・来所等

　　　　パターン①　他部署を案内、又は
くらまる単独で終結

重層的⽀援会議

くらしのまるごと相談課

くらしのまるごと相談窓口
・総合相談窓口として相談に対応

葛飾区くらしのまるごと相談事業推進委員会
報告

支援会議
・情報共有

・支援体制の検討
・各機関の役割分担

葛飾区くらしのまるごと相談事業推進庁内検討会

パターン② 多機関連携
などを要するケース

報告

相談者

報告

くらしのまるごと相談課
・多機関協働事業者として対応
・アウトリーチ事業者として対応
・参加支援事業者として対応

推進委員会の分科会

(新設)個別ケースの協議 随時開催

①支援プランの策定 ②情報共有
③支援体制の検討・各機関の役割分担 ④支援プランの適切性の協議、終結時等の評価

（構成員︓くらしのまるごと相談課⻑及びプランの策定に関係する職員）

⽀援全般の課題の協議 （現⾏の重層的支援会議）必要に応じて開催

①社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討 ②支援体制のあり方に関する検討 等
（構成員︓相談支援を⾏う課の係⻑・課⻑）
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